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  令和７年９月２２日 

                        知多市長 宮 島 壽 男  

知多市規則第２５号 

 

   知多市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 知多市印鑑条例施行規則（昭和６３年知多市規則第１０号）の一部を別紙のとお

り改正する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年１２月２８日から施行する。ただし、第４条及び第３号様

式の改正規定は、同月２日から施行する。 

 


